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１．各分野の取組の満足度及び重要度の得点化による平均得点算出 
 
 各分野の取組の満足度及び重要度の各選択肢に得点をつけ、平均得点を算出した。得点配分は

下表の通りとなっている。 

 
得点配分 

満足度 重要度 ポイント 
満 足 重 要 ＋２ 

どちらかといえば満足 どちらかといえば重要 ＋１ 
どちらともいえない どちらともいえない ±０ 
どちらかといえば不満 どちらかといえば重要でない －１ 

不 満 重要でない －２ 
わからない、無回答 ±０ 

 

 
「満足」×２+「どちらかといえば満足」+「どちらかといえば不満」×（－1）+「不満」×（－２）  

 平均得点＝ 
有効回答者数 

 
上式で算出した満足度、重要度の平均得点を用いて、平成 10 年度～15 年度（平成 10、12、14、

15 年度）の４回の推移や、満足度、重要度の関係などを分析する。 
 
また参考として、平成 15 年度の満足度、重要度については、「わからない」「無回答」を除いた

平均得点も別途算出した。 
 
得点配分 

満足度 重要度 ポイント 
満 足 重 要 ＋２ 

どちらかといえば満足 どちらかといえば重要 ＋１ 
どちらともいえない どちらともいえない ±０ 
どちらかといえば不満 どちらかといえば重要でない －１ 

不 満 重要でない －２ 
 
  

「満足」×２+「どちらかといえば満足」+「どちらかといえば不満」×（－1）+「不満」×（－２）  
 平均得点＝ 

「わからない」「無回答」を除いた有効回答者数 
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２．平成 15 年度における県行政の取組に対する満足度・重要度の平均得点 

 
 平成 15 年度における県行政の取組に対する満足度、重要度の平均得点の結果は、以下のように

なった。 

 
平成 15 年度の満足度、重要度の平均得点 

 
重要ポイント 満足ポイント 重要ポイント 満足ポイント

01.人権侵害・差別撤廃 0.83 -0.08 0.89 -0.10

02.生涯学習の機会提供 0.81 -0.07 0.88 -0.08

03.学校教育への取組 1.47 -0.34 1.55 -0.40

04.青少年の健全育成 1.40 -0.41 1.47 -0.49

05.高等教育機関の充実 0.77 -0.22 0.83 -0.28

06.市民活動環境の整備 0.58 -0.27 0.63 -0.37

07.芸術文化環境の提供 0.54 -0.17 0.58 -0.22

08.文化遺産等の保存 1.00 0.10 1.06 0.13

09.スポーツ施設の整備 0.76 -0.13 0.79 -0.15

10.防災対策への取組 1.63 -0.27 1.69 -0.31

11.自然災害対策 1.57 -0.23 1.62 -0.29

12.交通安全対策の推進 1.46 -0.23 1.50 -0.26

13.防犯活動の強化 1.54 -0.47 1.59 -0.54

14.食品の安全性確保 1.35 -0.22 1.41 -0.27

15.高齢者等の就労対策 1.07 -0.39 1.14 -0.49

16.保健予防体制の確保 1.23 -0.15 1.30 -0.19

17.子育て環境の整備 1.09 -0.21 1.19 -0.26

18.患者本位の医療体制 1.49 -0.48 1.57 -0.57

19.保健・福祉サービス 1.30 -0.18 1.37 -0.23

20.自然環境の保全 1.17 -0.23 1.25 -0.28

21.野生生物の保護 0.74 -0.14 0.81 -0.21

22.自然に親しむ場の整備 0.80 -0.13 0.86 -0.16

23.ごみの減量化 1.48 -0.27 1.54 -0.30

24.大気汚染防止対策 1.38 -0.31 1.46 -0.38

25.川や海の水質浄化 1.47 -0.43 1.54 -0.51

26.農林水産業の活発化 0.82 -0.24 0.94 -0.34

27.産業育成・企業誘致 0.72 -0.21 0.83 -0.30

28.観光施設・地域づくり 0.78 -0.29 0.83 -0.35

29.科学技術の振興 0.50 -0.11 0.60 -0.18

30.地域商工業の活発化 1.09 -0.55 1.17 -0.67

31.雇用・勤労者福祉 1.40 -0.64 1.46 -0.74

32.職業能力の開発訓練体制 0.87 -0.30 0.98 -0.43

33.国際的人材の育成 0.52 -0.14 0.59 -0.22

34.他府県との共同事業 0.34 -0.11 0.40 -0.18

35.情報ネットワークの整備 0.58 0.08 0.63 0.10

36.情報教育の推進 0.76 -0.07 0.84 -0.09

37.30分交通圏の拡大 0.36 -0.30 0.39 -0.38

38.国道等の改良・整備 0.86 -0.32 0.91 -0.36

39.公共交通機関の整備 0.88 -0.36 0.94 -0.41

40.港湾の整備 0.36 -0.08 0.43 -0.12

41.快適なまちづくり 1.09 -0.40 1.15 -0.46

42.農山漁村づくり 0.98 -0.36 1.06 -0.46

43.過疎地域等の活性化 0.49 -0.22 0.57 -0.35

44.エネルギー対策の推進 1.23 -0.35 1.33 -0.46

45.安心な水の安定確保 1.68 -0.01 1.73 -0.01

46.福祉に携わる人材の確保 1.26 -0.26 1.33 -0.33

47.国際的な環境保全への協力 0.50 -0.07 0.60 -0.11

総数 「わからない」「無回答」除
項  目
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また、満足度と重要度に相関があるのかをみるために、回帰線をひいて分析を行う。ただし、「８．

文化遺産等の保存」と「45.安心な水の安定確保」が他の点とはかなり離れた位置にあるため、こ

の２つを除いた 45 項目での回帰分析となっている。 
その結果、回帰線の決定係数（Ｒ２）は 0.31（相関係数は約 0.56）であり、両者に強い相関があ

るとまではいえないが、大まかな傾向をみることができる。回帰線は右下がりとなっており、満足

度が高いほど重要度は低くなっていることから、施策に満足するほどニーズは低くなる傾向にある

といえる。 
この中で回帰線よりかなり左下に位置する施策（「６．市民活動環境の整備」「37．30 分交通圏

の拡大」「43．過疎地域等の活性化など」）は、県の「平均的な」重要度と満足度の位置関係から見

て、重要度に比べ満足度が低い方向に大きく外れている。これらの施策については重要度は低いも

のの、満足度がそれ以上に低い（不満度が高い）施策であり、県行政として注意が必要な施策であ

る。 
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○高度情報化の推進 
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度が上昇傾向にある。 
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５．平成 15 年度における県行政の取組に対する認知度 

 
 平成 15 年度に新たに設定された各施策の「認知度」に

ついて分析を行う。認知意識を、「取組の内容を知ってい

る」と「取組んでいることは知っている」と答えた人の割

合をあわせたものとして、認知意識が高いものから順に並

べたものが右表である。 

項  目 認知意識

23.ごみの減量化 68.6

01.人権侵害・差別撤廃 59.9

10.防災対策への取組 58.4

12.交通安全対策の推進 57.6

19.保健・福祉サービス 56.1

02.生涯学習の機会提供 50.1

03.学校教育への取組 49.7

35.情報ネットワークの整備 49.1

38.国道等の改良・整備 48.9

11.自然災害対策 47.8

08.文化遺産等の保存 45.3

09.スポーツ施設の整備 44.8

25.川や海の水質浄化 42.4

24.大気汚染防止対策 41.3

41.快適なまちづくり 41.2

46.福祉に携わる人材の確保 40.6

13.防犯活動の強化 40.5

04.青少年の健全育成 40.0

45.安心な水の安定確保 39.0

17.子育て環境の整備 37.9

15.高齢者等の就労対策 37.0

36.情報教育の推進 36.7

16.保健予防体制の確保 36.2

44.エネルギー対策の推進 35.2

20.自然環境の保全 34.5

28.観光施設・地域づくり 34.3

14.食品の安全性確保 33.3

07.芸術文化環境の提供 32.3

30.地域商工業の活発化 30.7

37.30分交通圏の拡大 30.0

39.公共交通機関の整備 29.6

22.自然に親しむ場の整備 29.2

31.雇用・勤労者福祉 28.2

18.患者本位の医療体制 27.3

27.産業育成・企業誘致 27.3

42.農山漁村づくり 27.1

06.市民活動環境の整備 24.7

05.高等教育機関の充実 24.1

26.農林水産業の活発化 21.9

32.職業能力の開発訓練体制 21.1

21.野生生物の保護 20.8

40.港湾の整備 19.9

33.国際的人材の育成 16.7

43.過疎地域等の活性化 15.6

47.国際的な環境保全への協力 13.4

29.科学技術の振興 12.3

34.他府県との共同事業 11.3

 第１位は「ごみの減量化」（68.6％）となっており、約

７割の人が認知している。以下、「人権侵害・差別撤廃」

（59.9％）、「防災対策への取組」(58.4％)、「交通安全対

策の推進」（57.6％）、「保健･福祉サービス」（56.1％）と

続いている。 
 一方、認知意識が最下位となっている施策は、「他府県

との共同事業」（11.3％）であり、１割程度となっている。

次いで「科学技術の振興」（12.3％）、「国際的な環境保全

への協力」（13.4％）、「過疎地域等の活性化」（15.6％）、

「国際的人材の育成」（16.7％）となっている。国際的な

取組や、広域における事業への取組などについては、認知

意識が低い傾向にあるといえる。また、これらの施策は前

述の重要度下位５項目に含まれているものが多くなって

いる。 
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